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南海トラフ地震に関連する情報の名称について 

 

 

 

 

 

気象庁では、南海トラフ沿いで発生した異常な現象の観測結果や分析結果について、

平成 29年 11 月から当面の間、「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」及び「南海ト

ラフ地震に関連する情報（定例）」により発表することとしています。 

今般、中央防災会議防災対策実行会議「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検

討ワーキンググループ」の報告書（平成 30 年 12 月、以下「WG報告書」という）を踏ま

えて、南海トラフ沿いで発生した異常な現象の観測結果や分析結果について発表する情

報の名称を、以下の通り決定しました。 

 

○情報の名称を「南海トラフ地震臨時情報」及び「南海トラフ地震関連解説情報」とし

ます。 

○「南海トラフ地震臨時情報」には、情報の受け手が防災対応をイメージし、適切に実

施できるよう、防災対応等を示すキーワードを情報名に付記します。 

○「南海トラフ地震関連解説情報」では、「南海トラフ地震臨時情報」発表後の地震活

動や地殻変動の状況等を発表します。また、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検

討会」の定例会合における評価結果もこの情報で発表します。 

 

詳細は別紙のとおりです。また、この情報名称については、WG 報告書の「大規模地震

発生の可能性が相対的に高まったと評価された場合、該当するケースや、警戒のレベル

に応じた防災対応が取れるよう、情報の内容等について名称や位置づけを検討すること

が必要」との指摘を踏まえたものです。 

本情報の具体的な運用開始時期や発表方法については、決まり次第お知らせします。 

 

なお、本日、内閣府（防災担当）から公表された「南海トラフ地震の多様な発生形態

に備えた防災対応検討ガイドライン（第１版）」には、南海トラフ地震に関連する情報

発表の流れや、地方公共団体や企業等における防災対応の基本的な考え方や検討手順等

が示されています。 

気象庁では、中央防災会議防災対策実行会議「南海トラフ沿いの異常な

現象への防災対応検討ワーキンググループ」の報告書を踏まえ、南海トラ

フ沿いで発生した異常な現象の観測結果や分析結果を発表する情報の名称

を決定しました。 



 

報 道 発 表 

 

【参考】 

・南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググループ（内閣府 HP） 

http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taio_wg/taio_wg_02.html 

・南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン（第１版） 

（内閣府 HP） 

http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/index.html 

 

 

 

 

 

問合せ先：地震火山部 地震予知情報課 宮岡 

電話 03-3212-8341（内線 4576） FAX 03-3212-2807 



別紙 

○南海トラフ地震に関連する情報の名称及び発表条件 

情報名 情報発表条件 

南海トラフ地震臨時情報 

○南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象

が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかど

うか調査を開始した場合、または調査を継続して

いる場合 

○観測された異常な現象の調査結果を発表する場合 

南海トラフ地震関連解説情報 

○観測された異常な現象の調査結果を発表した後の

状況等を発表する場合 

○「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定

例会合における調査結果を発表する場合（ただし

臨時情報を発表する場合を除く） 

 

○「南海トラフ地震臨時情報」に付記するキーワード 

  「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」に示され

た防災対応等にあたるキーワードを情報名に付記することを基本とします。 

南海トラフ地震臨時情報 

（調査中） 

観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規模な

地震と関連するかどうか調査を開始した場合、また

は調査を継続している場合 

南海トラフ地震臨時情報 

（巨大地震警戒） 

「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワ

ーキンググループ」において示された「半割れケー

ス」に相当する現象と評価した場合 

南海トラフ地震臨時情報 

（巨大地震注意） 

「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワ

ーキンググループ」において示された「一部割れケ

ース」／「ゆっくりすべりケース」に相当する現象

と評価した場合 

南海トラフ地震臨時情報 

（調査終了） 

（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当

てはまらない現象と評価した場合 

 

○今後の情報発表方法について 

  「南海トラフ地震臨時情報」と「南海トラフ地震関連解説情報」の運用開始までの

間においても、関係機関との調整が取れ次第、現行の「南海トラフ地震に関連する情

報（臨時）」や「南海トラフ地震に関連する情報（定例）」に用いている電文を活用し

て、その内容が分かるよう発表します。さらに、十分な準備期間を設けた後、新たな

電文による情報発表を実施する予定です。 



５分

30分

２時間

１週間

２週間

地震
発生

巨大地震警戒対応

地震が発生してからでは明らかに
避難が間に合わない沿岸部の住
民は避難 等

巨大地震注意対応

日頃からの地震への備えを再確
認（自主避難） 等

防災対応期間終了

巨大地震発生の可能性はなくなっ
たわけではないことに留意 等

南海トラフ地震臨時情報（調査中）（*注2）

※調査開始を発表

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）
※評価検討会の結果を発表

（今後の国からの呼びかけ及び国や地方公共団体が発表す
る情報に注意する旨の注意喚起も含める）

国からの呼びかけ
（避難等の呼びかけ）

国からの呼びかけ

（避難等の解除、注意する
措置の呼びかけ）

最短

程度

南海トラフ地震関連解説情報
※地震活動や地殻変動の状況を発表
（国からの呼びかけ（「巨大地震警戒」の防災対応を実施）も
含める）

随時、南海トラフ地震関連解説情報を発表

南海トラフ地震関連解説情報
※地震活動や地殻変動の状況を発表

（国からの呼びかけ（「巨大地震注意」の防災対応に切り替
え）も含める）

南海トラフ地震関連解説情報
※地震活動や地殻変動の状況を発表

（国からの呼びかけ（防災対応期間は終了するものの、巨大
地震発生の可能性はなくなったわけではない）も含める）

随時、南海トラフ地震関連解説情報を発表

南海トラフ地震関連解説情報

発表頻度は状況に応じて

国からの呼びかけ
（注意する措置解除）

南海トラフ沿いの異常な現象への新たな防災対応を踏まえた情報発表の流れ
【「半割れケース」に相当する現象と評価した場合】

：南海トラフ地震臨時情報

：南海トラフ地震関連解説情報

ガイドライン（*注1）

に示された防災対応

（*注1）：内閣府「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」
（*注2）：調査が２時間程度以上に及ぶ場合等において、調査の継続状況を「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」
により複数回発表することがある。



５分

30分

２時間

地震
発生

巨大地震注意対応

日頃からの地震への備えを再確
認（自主避難） 等

防災対応期間終了

巨大地震発生の可能性はなくなっ
たわけではないことに留意 等

南海トラフ地震臨時情報（調査中） （*注2）

※調査開始を発表

国からの呼びかけ
（注意する措置の呼びかけ）

最短

程度

南海トラフ地震関連解説情報

発表頻度は状況に応じて

国からの呼びかけ
（注意する措置解除）

南海トラフ沿いの異常な現象への新たな防災対応を踏まえた情報発表の流れ
【「一部割れケース」に相当する現象と評価した場合】

：南海トラフ地震臨時情報

：南海トラフ地震関連解説情報

１週間

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）
※評価検討会の結果を発表

（今後の国からの呼びかけ及び国や地方公共団体が発表す
る情報に注意する旨の注意喚起も含める）

南海トラフ地震関連解説情報
※地震活動や地殻変動の状況を発表
（国からの呼びかけ（「巨大地震注意」の防災対応を実施）も
含める）

随時、南海トラフ地震関連解説情報を発表

南海トラフ地震関連解説情報
※地震活動や地殻変動の状況を発表

（国からの呼びかけ（防災対応期間は終了するものの、巨大
地震発生の可能性はなくなったわけではない）も含める）

（*注1）：内閣府「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」
（*注2）：調査が２時間程度以上に及ぶ場合等において、調査の継続状況を「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」
により複数回発表することがある。

ガイドライン（*注1）

に示された防災対応



30分

２時間

ゆっくり
すべり

収束（*注3）

巨大地震注意対応

日頃からの地震への備えを再確
認 等

防災対応期間終了

巨大地震発生の可能性はなくなっ
たわけではないことに留意 等

南海トラフ地震臨時情報（調査中） （*注2）

※調査開始を発表

国からの呼びかけ
（注意する措置の呼びかけ）

最短

程度

南海トラフ地震関連解説情報

発表頻度は状況に応じて

国からの呼びかけ
（注意する措置解除）

南海トラフ沿いの異常な現象への新たな防災対応を踏まえた情報発表の流れ
【「ゆっくりすべりケース」に相当する現象と評価した場合】

：南海トラフ地震臨時情報

：南海トラフ地震関連解説情報

通常と異なる

ゆっくりすべり
発生

南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）
※評価検討会の結果を発表

（今後の国からの呼びかけ及び国や地方公共団体が発表す
る情報に注意する旨の注意喚起も含める）

南海トラフ地震関連解説情報
※地震活動や地殻変動の状況を発表
（国からの呼びかけ（「巨大地震注意」の防災対応を実施）も
含める）

随時、南海トラフ地震関連解説情報を発表

南海トラフ地震関連解説情報
※地震活動や地殻変動の状況を発表

（国からの呼びかけ（防災対応期間は終了するものの、巨大
地震発生の可能性はなくなったわけではない）も含める）

（*注1）：内閣府「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」
（*注2）：調査が２時間程度以上に及ぶ場合等において、調査の継続状況を「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」
により複数回発表することがある。
（*注3）：すべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまで

ガイドライン（*注1）

に示された防災対応



30分

２時間

南海トラフ地震臨時情報（調査中） （*注2）

※調査開始を発表

南海トラフ地震臨時情報（調査終了）
※評価検討会の結果を受け、防災対応を実施するケースに
は該当しないと評価した旨を発表

最短

程度

南海トラフ地震関連解説情報

「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合
における調査結果を発表

南海トラフ沿いの異常な現象への新たな防災対応を踏まえた情報発表の流れ
【防災対応を実施するケースに該当しないと評価した場合】

：南海トラフ地震臨時情報

：南海トラフ地震関連解説情報
異常な
現象発生

（*注1）：内閣府「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」
（*注2）：調査が２時間程度以上に及ぶ場合等において、調査の継続状況を「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」
により複数回発表することがある。

ガイドライン（*注1）

に示された防災対応

（なし）


